
御前崎市都市公園条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、御前崎市都市公園条例（令和７年御前崎市条例第50号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（行為の許可申請手続） 

第２条 条例第５条第２項の規定により市長に提出する申請書は、都市公園内行為許可申

請書（様式第１号）とする。 

２ 条例第５条第３項の規定により市長へ提出する申請書は、都市公園内行為変更許可申

請書（様式第２号）とする。 

３ 市長は、前２項の規定に基づき、申請があった行為を許可するときは、都市公園内行

為許可書（様式第３号）を交付しなければならない。 

（施設の設置又は管理の許可申請手続） 

第３条 条例第９条第１項各号に基づく規定により市長に提出する申請書は、次の各号に

掲げる区分に従い当該各号に掲げる申請書とする。 

(1) 公園施設を設けようとする場合 都市公園施設設置許可申請書（様式第４号） 

(2) 公園施設を管理しようとする場合 都市公園施設管理（更新）許可申請書（様式

第５号） 

(3) 公園施設の設置について許可を受けた事項を変更しようとする場合 都市公園施

設設置変更許可申請書（様式第６号） 

(4) 公園施設の管理について許可を受けた事項を変更しようとする場合 都市公園施

設管理変更許可申請書（様式第７号） 

２ 市長は、前項各号に基づき、申請があった施設の設置又は管理を許可するときは、都

市公園内行為許可書を交付しなければならない。 

（記章の携帯及び標識の掲示） 

第４条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）第５条第１項又は条例

第５条第１項若しくは第３項の規定による許可を受けた者（これらの者が使用する者を

含む。）は、別に定める者を除き、当該許可に係る行為に従事する間、記章（様式第８

号）を携帯しなければならない。 

２ 法第６条第１項の規定による都市公園の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る標

識（様式第９号）を当該工作物その他の物件又は施設の指定する箇所に掲示しなければ

ならない。 

（売店等の料金等の届出） 

第５条 法第５条第１項に規定する公園施設が売店、軽飲食店、簡易宿泊施設、駐車場そ

の他有料で公開される施設である場合においては、当該施設の設置又は管理をする者は、

その販売品目及び料金を定め、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事

項について変更しようとする場合もまた同様とする。 



（占用許可の更新・変更申請手続） 

第６条 条例第９条第２項の規定により市長に提出する申請書は、都市公園占用（更新）

許可申請書（様式第10号）又は都市公園占用変更許可申請書（様式第11号）とする。 

２ 前項に基づき、申請があった占用を許可するときは、都市公園占用（更新・変更）許

可書（様式第12号）を交付しなければならない。 

（使用料の減免の基準） 

第７条 条例第13条の規定による使用料の減免は、国、地方公共団体、学校、福祉団体等

の利用その他公園の利用の促進に資すると市長が認めた場合に行うことができる。 

（公園施設の使用料の還付） 

第８条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、都市公園

内行為（設置・管理・占用）使用料還付申請書（様式第13号）に許可書を添えて市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、都市公園内行為（設置・

管理・占用）使用料還付通知書（様式第14号）を当該申請者に交付するものとする。 

（利用許可の取消し等） 

第９条 市長は、条例第18条の規定による処分をしたときは、利用許可を受けた者（以下

「利用者」という。）に都市公園内行為・占用許可取消（停止・条件変更）通知書（様

式第15号）によって通知するものとする。 

２ 前項の規定による処分によって生じた利用者の損害については、市長はその責めを負

わない。 

（届出） 

第10条 条例第19条の規定により市長にする届出は、同条各号に該当するに至った日から

７日以内に都市公園内工事完了等届（様式第16号）を提出しなければならない。 

（利用者の義務） 

第11条 利用者は、公園の施設及び設備の保全に努め、管理に協力しなければならない。 

（損害賠償） 

第12条 利用者は、公園施設、設備若しくは物件を損傷し、又は滅失したときは、これを

原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。 

（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運用の手続について必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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